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１．対象区間 
 

種  別 河  川  名 起  点 終  点 延  長 

幹  川 狩野川 0.0K 27.8K 24.9K 

支  川 
 
 
 
 
 

黄瀬川 0.0K 2.6K+105  2.7K 

柿田川 0.0K  1.2K  1.2K 

大場川 0.0K  2.6K  2.6K 

来光川 0.0K  1.6K  1.5K 

柿沢川 0.0K  0.8K  0.9K 

放水路 0.0K  3.0K  3.0K 

 計   36.8K 

     別添一般図表示のとおり。 
 
２．規制の方針 

 幹川狩野川については、狩野川水系河川整備計画(以下「河川整備計画」)による計画断面を基本とし、自然河岸の場合、現況断面にお
いて堤防防護ラインまでを掘削可能範囲とする。また、既設低水護岸が施工済みの場合、既設護岸法線から保安距離を２０ｍ確保した範
囲を掘削可能範囲とする。なお、掘削基準高については河川整備計画の管理河床を考慮して決定する。以上の点から、各断面で掘削可能
範囲を決定し、横断工作物からの保安距離を考慮して禁止区域を決定する。 

狩野川の河床は、12.0km～26.0km 間では全般的に管理河床高であるため禁止区域とする。また、26.0km から上流は管理河床高より 0.1
～1.1m 高いが、採取区域とすると下流部において洗掘を助長させるため、管理区間終点の修善寺橋（27.8km）まで禁止区間とする。 

12.0km より下流の現況河床は、計画河床高より最大 2.8m 高いところがあることから採取可能とする。 
 
 支川黄瀬川については、河川整備計画の掘削必要箇所は改修工事を進めているが、全川に渡り川幅が狭く、低水護岸からの保安距離を
考慮すれば掘削可能な箇所が無いため全川禁止区域とする。 
 
 支川大場川については、河床高が全般的に管理河床高であるため全川禁止区域とする。 
 
  支川来光川・柿沢川については、全川に渡り川幅が狭く、低水護岸からの保安距離を考慮すれば掘削可能な箇所が無いため全川禁止区
域とする。 
 
  支川柿田川については、改修計画はないものの地下水が自噴する湧水を水源とした河川で、湧水からの土砂の供給はないため、採取す
ると自然河岸の洗掘を助長する外、河床部に成育するミシマバイカモ、ナガエミクリ、ヒンジモの絶滅危惧種等に対する悪影響があるた
め全川禁止区域とする。 
 
 支川放水路については、３面張り構造で洪水時にのみ放流する施設であり、堆積土砂がないため全川禁止区域とする。 
 



３．掘削基準河床及び掘削基準断面 
 
 (１)掘削基準高 
   河川整備計画の管理河床高＋０．５ｍとする。 
 (２)掘削基準断面 
   別添横断面模式図のとおり。 
 
４．禁止区域等 
 
 (１)禁止区域 
 

 

     別添一般図表示のとおり。 
 

（追記）禁止区域内に異常堆積した土砂により流下能力が不足している場合に限り、 
河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で採取可能とする。 

種  別 河  川  名 起  点 終  点 延  長 

幹  川 狩野川 12.0K 27.8K 14.5K 

支  川 
 
 
 
 
 

黄瀬川  0.0K 2.6K+105  2.7K 

柿田川  0.0K 1.2K  1.2K 

大場川  0.0K 2.6K  2.6K 

来光川  0.0K 1.6K  1.5K 

柿沢川  0.0K 0.8K  0.9K 

放水路  0.0K 3.0K  3.0K 

 計   26.4K 



(２)保安区域 
 縦断方向：①橋梁等の河川横断工作物については、上下流１５０ｍとする。 
 横断方向：①自然河岸の場合は、現況堤防法尻から河川整備計画により設定されている堤防防護ラインとする。 

                  河川整備計画による堤防防護ライン（必要高水敷幅） 

区  間 必要高水敷幅 

0.0K～ 4.8K ４０ｍ 

4.8K～12.2K ３５ｍ 

              ②既設低水護岸が施工済みの場合は、現況低水護岸法線から２０ｍとする。 
              ③掘削勾配は１：２とする。 
     別添平面図及び横断面模式図のとおり。 

（追記）保全区域内に異常堆積した土砂により流下能力が不足している場合に限り、 
河川管理及び河川環境等への影響が生じない範囲で採取可能とする。 

 
５．掘削可能量及び採取可能量 
 

種   別  河 川 名  起   点  終   点  延   長  掘 削 可 能 量  採 取 可 能 量  適 用  

幹   川  狩 野 川  0 . 0 K  1 2 . 0  1 0 . 4 K  3 8 0 千 ｍ 3  3 8 0 千 ｍ 3   

 計    1 0 . 4 K  3 8 0 千 ｍ 3  3 8 0 千 ｍ 3   

 
６．年次計画 
                                                     （単位：千ｍ３ ） 

種  別 河川名 起  点 終  点 延  長 掘削可能量 採取可能量 年次別計画 Ｒ７年 Ｒ８年 Ｒ９年 Ｒ１０年 Ｒ１１年 計 備  考 

幹川 狩野川 0.0k 12.0k 10.4k ３８０ ３８０ 

許可又は認可の予定量 ７６ ７６ ７６ ７６ ７６ ３８０  

採取可能量中の許可又は認可の 

予定量 
７６ ７６ ７６ ７６ ７６ ３８０  

流下予想量 － － － － － －  

 計    ３８０ ３８０ 

許可又は認可の予定量 ７６ ７６ ７６ ７６ ７６ ３８０  

採取可能量中の許可又は認可の 

予定量 
７６ ７６ ７６ ７６ ７６ ３８０  

流下予想量 － － － － － －  
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